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司法書士／駒澤大学  田沼 浩 

 

 「レーヒ・スミス米国特許法」にはいくつかの特徴がある。 
 ひとつに発明者先願主義を採用したことである。法案上程において先願主義の採用に

大きな反対があったわけではなく、先願主義と先発明主義をどのように調整するかが問

題となっていた。主だったものとして、まずグレースピリオド制の維持である。米国で

は先願主義への移行によって発明者の宣言による権利は認めないものの、無制限での 1
年の出願猶予制度を移行した後をそのまま存続させることになった。発明者等の開示に

よる新規性喪失の例外でもあり、先に発表することで第三者の先願に対抗できるものと

なった（102 条（b）（2））。 
 グレースピリオド制が維持され、発明者先願主義が採用された結果、先願の地位が日

本などに比べて拡大されることになった。日本ではたとえば学会で出願前に発表して新

規性が喪失されたものは出願しても特許権を取得することはできない。それに対して、

アメリカでは、発明が学会で発表されても、一定の期間に限り、新規性が否定されず、

例外的に認められることになった。 
次に、世界的公知・公用の採用である。旧米国特許法 102 条（a）では、公知・公用

については地域的な基準（特許が公知の地域を合衆国）が新規性を阻止する事由となっ

ていた。そのため新法では、外国で公知・公用された特許についても新規性を阻止する

事由として認めることになった。インターネットによって技術情報が世界的に公知され

やすくなった。アメリカだけをもって公知・公用の基準とすることは時代遅れとなって

いたことからも、適正な改正といえよう。 
また、新米国特許法 102 条（a）では、公然に実施されても新規性を喪失する事由と

なっている。ただし秘密を前提に実施された場合には、新法をもっても新規性を喪失す

る事由となるのかはっきりしていない。 
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